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市議会定例会の招集について（通知）
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大村市告示第１５８号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。
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大村市長 園 田 裕 史
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２ 招集場所 大村市議会議場



市議会定例会付議事件表

第８６号議案

第８７号議案

第８８号議案

第８９号議案

第９０号議案

第９１号議案

第９２号議案

第９３号議案

第９４号議案

第９５号議案

第９６号議案

第９７号議案

報告第１７号

報告第１８号

報告第１９号

報告第２０号

第９８号議案

第９９号議案

第１００号議案

第１０１号議案

第１０２号議案

第１０３号議案

第１０４号議案

大村市モーターボート競走事業施設等整備基金条例…………（ １ ）

大村市自然共生型アウトドアパーク条例………………………（ ３ ）

大村市体育施設条例の一部を改正する条例……………………（ ７ ）

大村市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例（ ８ ）

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例……………………………（ ９ ）

大村市事務分掌条例の一部を改正する条例……………………（１０）

工事請負契約の締結について（大村市立玖島中学校仮設校舎

賃貸借）……………………………………………………………（１２）

工事請負契約の締結について（大村市立旭が丘小学校仮設校

舎賃貸借）…………………………………………………………（１３）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校南校舎

棟長寿命化改良建築工事）………………………………………（１４）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校１棟長

寿命化改良建築工事）……………………………………………（１５）

損害賠償の額を定め和解することについて……………………（１６）

損害賠償の額を定め和解することについて……………………（１７）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（１８）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（２０）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（２２）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（２４）

専決処分の承認について（令和６年度大村市一般会計補正予算（第３

号））

令和６年度大村市一般会計補正予算（第４号）

令和６年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第２号）

令和６年度大村市水道事業会計補正予算（第１号）

令和６年度大村市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

令和６年度大村市下水道事業会計補正予算（第１号）

令和６年度大村市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）



第８６号議案

大村市モーターボート競走事業施設等整備基金条例

（設置）

第１条 大村市モーターボート競走事業の施設等の整備に要する経費の財源に充てる

ため、大村市モーターボート競走事業施設等整備基金（以下「基金」という。）を

設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、モーターボート競走事業会計予算で定める額と

する。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券等に代えること

ができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、モーターボート競走事業会計予算に計上して、

この基金に繰り入れるものとする。

（繰替運用）

第５条 モーターボート競走事業管理者（以下「管理者」という。）は、財政上必要

があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、第１条に定める目的のための事業の財源に充てる場合に限り、その

全部又は一部を処分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別

に定める。
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村市モーターボート競走事業の施設等の整備に要する経費の財源に充てることを

目的とする基金を設置するため、この条例案を提出するものである。
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第８７号議案

大村市自然共生型アウトドアパーク条例

（設置）

第１条 市民が自然に親しみつつ、レクリエーションを行う場を提供し、その心身の

健全な発達に資するため、自然共生型アウトドアパーク（以下「アウトドアパーク」

という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 アウトドアパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

２ アウトドアパークに、別表に掲げる施設（以下「アウトドア施設」という。）を

置く。

（アウトドアパークの管理）

第３条 アウトドアパークの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものとする。

（指定管理者の指定の手続等）

第４条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、申請書

に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる要件のいずれ

にも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。

(1) 市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、アウトドアパークの効用を最大限に発揮させるとともに、

管理経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること。

３ 市長は、指定管理者を指定したとき、及びその指定を取り消したときは、その旨

名称 位置

大村市自然共生型アウトドアパーク 大村市東野岳町１５９６番地１
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を告示するものとする。

（指定管理者が行う管理の基準）

第５条 指定管理者は、地方自治法その他の法令及びこの条例の規定に従い、適正に

アウトドアパークの管理を行わなければならない。

２ 市長は、アウトドアパークの管理の基準について、指定管理者と協定を締結する

ものとする。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第６条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) アウトドアパークの利用に関すること。

(2) 次条の利用の許可に関すること。

(3) 第１０条の利用料金に関すること。

(4) アウトドアパークの維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がアウトドアパークの管理運営上必要と認め

る業務

（利用の許可）

第７条 アウトドア施設を利用しようとする者は、利用の際に指定管理者の許可を受

けなければならない。

２ 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可（以下「利用の許

可」という。）について条件を付することができる。

（利用の許可の制限）

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、アウトドア施設の利

用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認めるとき。

(4) その他アウトドアパークの管理上支障があると認めるとき。

（遵守事項）

第９条 アウトドアパークを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害してはならないこと。
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(2) アウトドアパークの現状を変更し、又はこれに工作物を加えないこと。

(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷しないこと。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(6) その他指定管理者において指示する事項

２ アウトドア施設を利用する者は、指定管理者が貸し出す用具を使用するものとし、

当該用具以外の用具を使用してはならない。

（利用料金）

第１０条 第７条の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、当該利用に係る料

金（以下「利用料金」という。）を利用の際に納入しなければならない。

２ 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。

３ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものと

する。

（利用料金の減免）

第１１条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することがで

きる。

（利用料金の返還）

第１２条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定めると

ころにより、その全部又は一部を返還することができる。

（損害賠償）

第１３条 故意又は過失によって施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認め

るときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

（指定管理者不在の場合における市長による管理）

第１４条 第３条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者の指定を取り消した場合

その他やむを得ない事由のある場合は、自らアウトドアパークの管理を行うことが

できる。この場合において、第７条、第８条及び第９条中「指定管理者」とあるの

は、「市長」として、これらの規定を適用する。

（指定管理者不在の場合における使用料）
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第１５条 前条の場合において、アウトドア施設を利用する者は、市長に対し、同条

の規定により市長がアウトドアパークの管理を開始した時の直前に指定管理者が定

めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、利用の際に納入しなければな

らない。

２ 第１１条及び第１２条の規定は、前項の使用料について準用する。

（委任）

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ この条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続及び指定管理者が行う利用料金

の設定については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表（第２条、第１０条関係）

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村市自然共生型アウトドアパークを設置するとともに、その管理を指定管理者に

行わせるため、この条例案を提出するものである。

アウトドア

施設

区分 単位 金額

アドベンチャーコース（用具の利用

を含む。）

１回につき ４，５００円

キャノピーコース（用具の利用を含

む。）

１回につき ３，５００円
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第８８号議案

大村市体育施設条例の一部を改正する条例

大村市体育施設条例（平成１７年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第７条第１項中「別表第２の６」を「別表第２の５」に改める。

別表第１大村市民プールの項及び大村市森園ファミリースポーツ広場の項を削る。

別表第２の２中「大村市民プール及び」を削り、同表の２の(1)及び(2)を削り、同

表の２の(3)を同表の２の(1)とし、同表の２の(4)を同表の２の(2)とし、同表の３を

削り、同表の４を同表の３とし、同表の５から同表の７までを１ずつ繰り上げる。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定、

別表第１大村市森園ファミリースポーツ広場の項を削る改正規定及び別表第２の３を

削り、同表の４を同表の３とし、同表の５から同表の７までを１ずつ繰り上げる改正

規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

新庁舎の建設に伴い、大村市民プール及び大村市森園ファミリースポーツ広場を廃

止するため、この条例案を提出するものである。
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第８９号議案

大村市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

大村市福祉医療費の支給に関する条例（昭和４８年大村市条例第３号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項第３号中「第２条の４第７項」を「第２条の４第６項」に改め、同項

第４号中「第２条の４第８項」を「第２条の４第７項」に改め、同項第５号及び第７

号中「同条第８項」を「同条第７項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大村市福祉医療費の支給に関する条例

の規定は、令和６年１１月１日から適用する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

児童扶養手当法施行令の改正に伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提

出するものである。
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第９０号議案

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年大村市条例第１９号）の一部を次のように改正する。

附則第３条中「この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間」を「当分の

間」に、「令和７年３月３１日までに」を「その者の研修計画を定めた上で、放課後

児童支援員としての業務に従事することとなった日から２年以内に当該研修を」に改

める。

　 附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

放課後児童支援員の資格に関する特例要件を改めるため、この条例案を提出するも

のである。
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第９１号議案

大村市事務分掌条例の一部を改正する条例

大村市事務分掌条例（昭和５２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。

「農林水産部

商工観光部」

第２条こども未来部の項の次に次の１項を加える。

農林水産部

(1) 農業、畜産業、林業及び水産業に関すること。

第２条産業振興部の項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号ま

でを１号ずつ繰り上げ、同項を同条商工観光部の項とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（大村市工場設置審議会条例の一部改正）

２ 大村市工場設置審議会条例（昭和５９年大村市条例第３２号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条中「産業振興部」を「商工観光部」に改める。

（大村市ふるさとづくり寄附条例の一部改正）

３ 大村市ふるさとづくり寄附条例（平成２０年大村市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。

第１２条中「産業振興部」を「商工観光部」に改める。

（大村市農業基本条例の一部改正）

４ 大村市農業基本条例（平成２２年大村市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

第１６条中「産業振興部」を「農林水産部」に改める。

令和６年１１月２９日提出

第１条中「産業振興部」を に改める。
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大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

産業振興部を廃止し、農林水産部及び商工観光部を設置するため、この条例案を提

出するものである。

（ 11 ）



第９２号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立玖島中学校仮設校舎賃貸借

２ 契約の方法 指名競争入札

３ 契 約 金 額 １２９，１６２，０００円

４ 契約の相手方 長崎市西坂町２番３号

大和リース株式会社 長崎支店

支店長 正本 裕秋

５ 履 行 期 限 令和９年３月３１日

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 12 ）



第９３号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立旭が丘小学校仮設校舎賃貸借

２ 契約の方法 随意契約

３ 契 約 金 額 ５０２，９７５，０００円

４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区店屋町１番３５号

日東工営株式会社 九州支店

支店長 錦邉 忠彦

５ 履 行 期 限 令和９年１２月３１日

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 13 ）



第９４号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会及び令和６年９月２７日開催の大村市議会

定例会において変更の議決を受けた「大村市立放虎原小学校南校舎棟長寿命化改良建

築工事」に係る工事請負契約について、契約金額を次のとおり変更する。

変更前 ５２１，３２０，８００円

変更後 ５３２，１２３，９００円（１０，８０３，１００円の増額）

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 14 ）



第９５号議案

工事請負契約の変更について

令和５年１２月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会及び令和６年９月２７日開催の大村市議会

定例会において変更の議決を受けた「大村市立放虎原小学校１棟長寿命化改良建築工

事」に係る工事請負契約について、契約金額を次のとおり変更する。

変更前 ４６９，３５７，９００円

変更後 ４８０，２０１，７００円（１０，８４３，８００円の増額）

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 15 ）



第９６号議案

損害賠償の額を定め和解することについて

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より議会の議決を求める。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

１ 損害賠償及び和解の相手方

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

２ 和解条項の要旨

(1) 大村市は、相手方に対し、金６２０，１９０円を支払う。

(2) 相手方は、大村市に対して、本件に関し今後上記の和解金を除き一切の請求をし

ない。

（ 16 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



第９７号議案

損害賠償の額を定め和解することについて

市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定により議会の議決を求める。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

１ 損害賠償及び和解の相手方

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

２ 和解条項の要旨

(1) 大村市は、相手方に対し、金６４７，０００円を支払う。

(2) 相手方は、大村市に対して、本件に関し今後上記の和解金を除き一切の請求をし

ない。

（ 17 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第１７号

専決処分の報告について

市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別

添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 18 ）



専決第１２号

専 決 処 分 書

市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決

処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和６年１０月１７日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

２９２，７８７円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

（ 19 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第１８号

専決処分の報告について

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 20 ）



専決第１３号

専 決 処 分 書

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和６年１１月８日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

６５，７８０円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇

（ 21 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第１９号

専決処分の報告について

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 22 ）



専決第１４号

専 決 処 分 書

公用車の物損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和６年１１月１４日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

９４，６００円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

（ 23 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第２０号

専決処分の報告について

市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別

添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年１１月２９日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 24 ）



専決第１５号

専 決 処 分 書

市道上の自動車破損事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決

処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規

定により、次のとおり専決処分する。

令和６年１１月１９日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

６３，８８８円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

（ 25 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示
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